
　　　　　　　　　主　　　　文

　　　　　本件各上告を棄却する。

　　　　　当審における訴訟費用（国選弁護人に支給した分）は被告人Ａの負担と

する。

　　　　　　　　　理　　　　由

　被告人Ａの弁護人太田常雄、同山本耕幹の上告趣意第一点は、判例違反を主張す

る点もあるが、いずれも原審において主張がなく原判決の判断を示していない事項

に関するものであつて、適法な上告理由とならない。同第二点は量刑不当の主張で

あつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。同被告人の弁護人佐々木清綱の上告

趣意は、原審公判調書に公開法廷において開廷された旨の記載がないから公判が公

開法廷においてなされたか否か確認することができないとして、憲法八二条違反を

主張するが、裁判が公開法廷においてなされたことは刑訴規則四四条により公判調

書の必要記載事項とされていないのであるから、公判調書にその点の記載がないか

らといつて公開されなかつたということはできない。むしろ同条八号の「公開を禁

じたこと及びその理由」の記載がない以上公開されたものと推定すべきであり所論

の主張も本件の公判が公開されなかつたと主張するものとは解せられないのであつ

て、所論違憲の主張は、前提を欠き適法な上告理由とならない。被告人Ｂの弁護人

鈴木俊蔵の上告趣意は違憲をいう点もあるけれども、量刑不当の主張を出ないもの

であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を

適用すべきものとは認められない。

　よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で

主文のとおり決定する。
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